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第 1章 総則 

(趣旨) 

第 1条 この規則は，広島大学学則(平成 16年 4月 1日規則第 1号)第 18条の規定に基づき，

広島大学大学院(以下「本学大学院」という。)の学生の修学に関し必要な事項を定める

ものとする。 

(本学大学院の目的) 

第 2条 本学大学院は，広島大学の理念に立脚し，学術の基盤的研究を推進してその深奥を

究めるとともに諸学問の総合的研究及び先端的研究を推進して新しい学問を切り開くこ

と並びにこれらを通じて高度の研究・応用能力と豊かな学識を有する研究者及び高度専

門職業人を養成することにより，世界の学術文化の進展と人類の福祉の向上に寄与する

ことを目的とする。 

(本学大学院の課程) 

第 3条 本学大学院に，修士課程，博士課程及び専門職学位課程を置く。 

2 博士課程(医系科学研究科医歯薬学専攻を除く。)は，前期の課程(以下「博士課程前期」

という。)及び後期の課程(以下「博士課程後期」という。)に区分する。 

3 博士課程前期は，修士課程として取り扱うものとする。 



4 専門職学位課程は，人間社会科学研究科教職開発専攻を教職大学院の課程として取り扱

い，人間社会科学研究科実務法学専攻を法科大学院の課程として取り扱うものとする。 

5 第 2項の規定にかかわらず，教育研究上必要がある場合においては，博士課程後期のみ

の博士課程を置くことができる。 

(課程及び専攻等) 

第 4条 本学大学院の各研究科に課程及び専攻を，研究科等連係課程実施基本組織に課程を

次のとおり置く。 

人間社会科学研究科(博士課程) 

 人文社会科学専攻 

 教育科学専攻 

 教職開発専攻(専門職学位課程) 

 実務法学専攻(専門職学位課程) 

 広島大学・グラーツ大学国際連携サステイナビリティ学専攻(修士課程) 

先進理工系科学研究科(博士課程) 

 先進理工系科学専攻 

 広島大学・ライプツィヒ大学国際連携サステイナビリティ学専攻(修士課程) 

統合生命科学研究科(博士課程) 

 統合生命科学専攻 

医系科学研究科(博士課程) 

 医歯薬学専攻 

 総合健康科学専攻 

スマートソサイエティ実践科学研究院(博士課程) 

2 前項の人間社会科学研究科広島大学・グラーツ大学国際連携サステイナビリティ学専攻

及び先進理工系科学研究科広島大学・ライプツィヒ大学国際連携サステイナビリティ学

専攻は，大学院設置基準(昭和 49年文部省令第 28号)第 35条に規定する国際連携専攻

(以下「国際連携専攻」という。)とする。 

(収容定員) 

第 5条 本学大学院の収容定員は，別表のとおりとする。 

(修士課程及び博士課程前期の標準修業年限) 

第 6条 修士課程及び博士課程前期の標準修業年限は，2年とする。ただし，教育研究上の

必要があると認められる場合は，研究科又は研究科等連係課程実施基本組織(以下「研究

科等」という。)の定めるところにより，研究科等，専攻又は学生の履修上の区分に応じ，

標準修業年限は，2年を超えるものとすることができる。 

2 前項の規定にかかわらず，主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であ

って，教育研究上の必要があり，かつ，昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期に

おいて授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないときは，研



究科等の定めるところにより，研究科等，専攻又は学生の履修上の区分に応じ，標準修

業年限を 1年以上 2年未満の期間とすることができる。 

(博士課程後期の標準修業年限) 

第 7条 博士課程後期の標準修業年限は，3年とする。 

(医系科学研究科医歯薬学専攻の標準修業年限) 

第 8条 医系科学研究科医歯薬学専攻の標準修業年限は，4年とする。 

(専門職学位課程の標準修業年限) 

第 9条 人間社会科学研究科教職開発専攻の標準修業年限は 2年，人間社会科学研究科実務

法学専攻の標準修業年限は 3年とする。 

(在学年限) 

第 10条 本学大学院における同一研究科等に在学し得る年限は，修士課程若しくは博士課

程前期又は人間社会科学研究科教職開発専攻は 4年(2年以外の標準修業年限を定める研

究科等，専攻又は学生の履修上の区分にあっては，当該標準修業年限の 2倍の年数)，博

士課程後期及び人間社会科学研究科実務法学専攻は 6年，医系科学研究科医歯薬学専攻

は 8年とする。 

2 前項の規定にかかわらず，人間社会科学研究科実務法学専攻において，第 45条第 2項の

規定により在学期間を短縮する者の在学し得る年限は，4年とする。 

(学年) 

第 11条 学年は，4月 1日に始まり，翌年 3月 31日に終わる。 

(学期) 

第 12条 学年は，前期及び後期の 2期に分け，前期を 4月 1日から 9月 30日まで，後期を

10月 1日から翌年 3月 31日までとする。 

2 前項に定める各学期は，前半及び後半に分けることができる。 

3 前期の前半を第 1ターム，後半を第 2ターム，後期の前半を第 3ターム，後半を第 4タ

ームとする。 

(休業日) 

第 13条 学年中の定期休業日は，次のとおりとする。 

(1) 日曜日及び土曜日(人間社会科学研究科人文社会科学専攻マネジメントプログラム

にあっては日曜日及び月曜日) 

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第 178号)に規定する休日 

(3) 春季休業 4月 1日から 4月 7日まで 

(4) 夏季休業 8月 11日から 9月 30日まで 

(5) 冬季休業 12月 26日から翌年 1月 5日まで 

2 学長は，特別の事情があるときは，前項第 3号から第 5号までの休業日を変更すること

ができる。 

3 臨時の休業日は，その都度別に定める。 



4 特別の事情があるときは，前 3項に定める休業日に授業を実施することができる。 

第 2章 入学 

(入学の時期) 

第 14条 入学の時期は，学年の始めとする。 

2 前項の規定にかかわらず，学期の始めに入学させることができる。 

(入学資格) 

第 15 条 修士課程若しくは博士課程前期又は専門職学位課程に入学することのできる者は，

次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 大学を卒業した者 

(2) 学校教育法(昭和 22年法律第 26号。以下「法」という。)第 104条第 7項の規定に

より独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者 

(3) 外国において，学校教育における 16年の課程を修了した者 

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより

当該外国の学校教育における 16年の課程を修了した者 

(5) 我が国において，外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における 16

年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制

度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当

該課程を修了した者 

(6) 外国の大学その他の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について，当該外国

の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるもの

として文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において，修業年限が 3年以上であ

る課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国にお

いて履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度におい

て位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了する

ことを含む。)により，学士の学位に相当する学位を授与された者 

(7) 専修学校の専門課程(修業年限が 4年以上であることその他の文部科学大臣が定め

る基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定

める日以後に修了した者 

(8) 文部科学大臣の指定した者 

(9) 法第 102条第 2項の規定により大学院に入学した者であって，その後に入学させる

本学大学院において，大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた

もの 

(10) 本学大学院において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上

の学力があると認めた者であって，22歳に達したもの 

(11) 大学に 3年以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含

む。)であって，本学大学院が定める単位を優秀な成績で修得したと認めるもの 



第 16条 博士課程後期に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者と

する。 

(1) 修士の学位又は専門職学位(法第 104条第 3項の規定に基づき学位規則(昭和 28年

文部省令第 9号)第 5条の 2に規定する専門職学位をいう。以下同じ。)を有する者 

(2) 外国において，修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し，修士の学位

又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(4) 我が国において，外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度

において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該

課程を修了し，修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法

(昭和 51年法律第 72号)第 1条第 2項に規定する 1972年 12月 11日の国際連合総会決

議に基づき設立された国際連合大学(以下「国際連合大学」という。)の課程を修了し，

修士の学位に相当する学位を授与された者 

(6) 外国の学校，第 4 号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し，

大学院設置基準第 16条の 2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し，修士の

学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者 

(7) 文部科学大臣の指定した者 

(8) 本学大学院において，個別の入学資格審査により，修士の学位又は専門職学位を有

する者と同等以上の学力があると認めた者であって，24歳に達したもの 

第 17条 医系科学研究科医歯薬学専攻に入学することのできる者は，次の各号のいずれか

に該当する者とする。 

(1) 大学の医学，歯学，薬学又は獣医学の学部において医学，歯学又は修業年限 6年の

薬学若しくは獣医学を履修してこれらの学部を卒業した者 

(2) 法第 104条第 7項の規定により独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士

の学位(専攻分野が医学，歯学又は獣医学)を授与された者 

(3) 外国において，学校教育における 18年の課程(最終の課程は，医学，歯学，薬学又

は獣医学)を修了した者 

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより

当該外国の学校教育における 18年の課程(最終の課程は，医学，歯学，薬学又は獣医

学)を修了した者 

(5) 我が国において，外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における 18

年の課程(最終の課程は，医学，歯学，薬学又は獣医学)を修了したとされるものに限

る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設で

あって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 



(6) 外国の大学その他の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について，当該外国

の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるもの

として文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において，修業年限が 5年以上であ

る課程(最終の課程は，医学，歯学，薬学又は獣医学)を修了すること(当該外国の学校

が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修

了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前

号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により，学士の学位に相

当する学位を授与された者 

(7) 文部科学大臣の指定した者 

(8) 法第 102条第 2項の規定により大学院(医学，歯学，薬学又は獣医学を履修する課

程に限る。)に入学した者であって，その後に入学させる本学大学院において，大学院

における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 

(9) 本学大学院において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の

学力があると認めた者であって，24歳に達したもの 

(10) 大学の医学，歯学若しくは獣医学を履修する課程又は薬学を履修する課程のうち

臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするものに 4年以上在学した者(こ

れに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であって，本学大学院が定める

単位を優秀な成績で修得したと認めるもの 

(入学出願手続) 

第 18条 本学大学院に入学を志願する者は，所定の期間内に，検定料 30,000円を納付の上，

別に定める書類(以下「出願書類」という。)を本学大学院に提出しなければならない。 

2 人間社会科学研究科実務法学専攻における第 19条に規定する入学試験において，出願書

類等による選抜(以下「第 1段階目の選抜」という。)を行い，その合格者に限り学力検

査その他による選抜(以下「第 2段階目の選抜」という。)を行う場合の検定料の額は，

前項の規定にかかわらず，第 1段階目の選抜に係る額は 7,000円とし，第 2段階目の選

抜に係る額は 23,000円とする。 

3 第 1項の規定は，第 39条第 1項の規定により入学を志願する場合について準用する。 

(検定料の免除) 

第 18条の 2 前条の規定にかかわらず，特別の事情がある者には，検定料を免除すること

ができる。 

2 前条の規定にかかわらず，本学をホーム大学(学生が入学手続をする大学をいう。以下同

じ。)として人間社会科学研究科広島大学・グラーツ大学国際連携サステイナビリティ学

専攻又は先進理工系科学研究科広島大学・ライプツィヒ大学国際連携サステイナビリテ

ィ学専攻に入学を志願する者には，検定料を免除する。 

3 第 1項に定めるもののほか，検定料の免除に関し必要な事項は，別に定める。 

(入学試験) 



第 19条 入学志願者に対しては，入学試験を行う。 

2 前項の入学試験については，別に定める。 

(再入学) 

第 19条の 2 前条の規定にかかわらず，本学大学院を退学(懲戒退学を除く。)し，又は除

籍(第 42 条第 1 項において準用する通則第 43 条第 2 号による除籍を除く。)となった後，

同一研究科等に入学を願い出た者については，退学又は除籍後 5年以内に限り，選考の

上，再入学として入学を許可することができる。ただし，退学又は除籍時に所属してい

た研究科，専攻又は研究科等連係課程実施基本組織が改組され，退学又は除籍時に所属

していた研究科等に入学を願い出ることができない場合は，当該研究科等と関連する研

究科等の協議により決定した研究科等に願い出ることができるものとする。 

2 前項の規定にかかわらず，収容定員の充足状況等により，再入学として入学を許可しな

いことがある。 

3 第 1項の場合において，除籍となった者が選考に合格した場合は，第 21条に規定する入

学手続のほか，未納の入学料及び授業料に相当する金額を納付しなければならない。 

4 第 1項による入学者の既修得単位，標準修業年限及び在学年限の認定は，研究科等の教

授会の議を経て，研究科等の長が行う。 

(合格者の決定) 

第 20条 入学を許可すべき者は，研究科等の教授会の議を経て，学長が決定する。 

(入学手続) 

第 21条 入学の許可を受けようとする者は，指定の期日までに，別に定める書類(以下「入

学手続書類」という。)を提出するとともに，入学料 282,000円を納付しなければならな

い。 

(入学料の免除，徴収猶予及び不徴収) 

第 22条 前条の規定にかかわらず，特別の事情がある者には，入学料の全額若しくは半額

を免除し，若しくはその徴収を猶予し，又は入学料を徴収しないこととすることができ

る。 

2 前条の規定にかかわらず，別に定める広島大学フェニックス奨学制度による奨学生には，

入学料の全額を免除することができる。 

3 前条の規定にかかわらず，別に定める広島大学光り輝く奨学制度による奨学生には，入

学料の全額を免除することができる。 

4 前条の規定にかかわらず，人間社会科学研究科広島大学・グラーツ大学国際連携サステ

イナビリティ学専攻及び先進理工系科学研究科広島大学・ライプツィヒ大学国際連携サ

ステイナビリティ学専攻の学生のうち，本学をホーム大学とする学生には，入学料の全

額を免除する。 



5 前条の規定にかかわらず，統合生命科学研究科統合生命科学専攻の博士課程後期の学生

のうちベトナムサテライトキャンパスで修学する学生で成績優秀なものには，入学料の

全額を免除することができる。 

6 第 1項から第 3項まで及び第 5項に定めるもののほか，入学料の免除，徴収猶予及び不

徴収に関し必要な事項は，別に定める。 

(入学許可) 

第 23条 学長は，第 21条の入学手続を完了した者(入学料の免除又は徴収猶予の許可申請

中の者を含む。)に入学を許可する。 

(検定料及び入学料の返還) 

第 24条 既納の検定料及び入学料は，返還しない。 

2 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当するときは，納付した者の申出に

より，当該各号に規定する額を返還する。 

(1) 人間社会科学研究科実務法学専攻における第 19条に規定する入学試験において，

第 1段階目の選抜を行い，第 2段階目の選抜を行う場合に，検定料を納付した者が第

1段階目の選抜で不合格となったとき 23,000円 

(2) 検定料を納付した者が出願書類を提出しなかったとき その検定料相当額 

(3) 入学料を納付した者が入学手続書類を提出しなかったとき その入学料相当額 

第 3章 教育課程 

(教育課程の編成及び履修方法等) 

第 25条 本学大学院の教育課程は，教育研究上の目的を達成するために必要な授業科目を

開設し，体系的に編成するものとする。 

2 授業科目は，研究科等の学生が共通に履修する授業科目(次項において「大学院共通科目」

という。)及び本学大学院研究科等の授業科目に区分する。 

3 大学院共通科目に関し必要な事項は，別に定める。 

4 本学大学院研究科等の授業科目及びその履修方法は，研究科細則又は研究科等連係課程

実施基本組織細則(以下「研究科等細則」という。)において定める。 

5 第 2項に定めるもののほか，本学大学院の授業科目のうち，全ての研究科等の学生がス

キル向上を目的として履修できる授業科目(次条に定める卓越大学院プログラム又は第 25

条の 3に定める博士課程リーダー育成プログラムを履修する学生に限り履修できるもの

を除く。)については，別に定める。 

6 広い視野と社会への関心や問題意識の涵養，特定の分野に関する高度な専門的知識等の

蓄積により，新たな価値を創造し，社会を先導できる力を備えた人材の育成に資するこ

とを目的として，本学大学院に特定プログラムを開設する。 

7 特定プログラムに関し必要な事項は，別に定める。 

(卓越大学院プログラム) 



第 25条の 2 新たな知の創造と活用を主導し，時代を牽引する価値を創造するとともに，

社会的課題の解決に挑戦して，社会にイノベーションをもたらすことができる博士人材，

高度な知のプロフェッショナルを育成することを目的として，卓越大学院プログラムを

開設する。 

2 卓越大学院プログラムに関し必要な事項は，別に定める。 

(博士課程リーダー育成プログラム) 

第 25条の 3 独創的に課題に挑み，幅広い知識をもとに物事の本質を見抜く力等を備えた

リーダーを育成するため，従来の学問分野・研究領域の枠組みを超えた学位プログラム

として，博士課程リーダー育成プログラムを開設する。 

2 博士課程リーダー育成プログラムに関し必要な事項は，別に定める。 

(授業の方法及び単位数の計算の基準) 

第 26条 本学大学院の授業の方法については通則第 19条の 2の規定を，単位数の計算の基

準については通則第 19条の 3の規定を準用する。 

(研究指導) 

第 27条 本学大学院の学生(専門職学位課程の学生を除く。)は，その在学期間中に，研究

科等細則において定められた授業科目を履修し，修了に必要な単位を修得し，かつ，学

位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)を受けなければならない。た

だし，第 16条第 2号から第 8号までの規定により，大学院への入学資格に関し修士の学

位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者が，博士課程後期

に入学した場合の授業科目の履修及び単位の修得については，この限りでない。 

2 研究科等は，教育上有益と認めるときは，あらかじめ他の大学院若しくは研究所等又は

外国の大学院等と協議の上，学生(専門職学位課程の学生を除く。)が，当該他の大学院

若しくは研究所等において，又は休学することなく当該外国の大学院等に留学し，必要

な研究指導(第 55条の 2に規定する国際連携教育課程を編成する専攻の学生が当該国際

連携教育課程を編成する大学院において受けるものを除く。以下この項において同じ。)

を受けることを認めることができる。ただし，修士課程及び博士課程前期の学生につい

て認める場合は，当該研究指導を受ける期間は，1年を超えないものとする。 

(教育方法の特例) 

第 28条 本学大学院の課程においては，教育上特別の必要があると認められる場合は，夜

間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教

育を行うことができる。 

(単位の授与) 

第 29条 単位の授与については，通則第 19条の 4の規定を準用する。この場合において，

「及び出席状況」とあるのは，「又は研究報告」と読み替えるものとする。 

(授業科目の成績評価) 



第 30条 授業科目の成績の評価は，秀，優，良，可及び不可の 5段階とし，秀，優，良及

び可を合格，不可を不合格とする。 

(履修科目の登録の上限) 

第 31条 専門職学位課程の学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため，修了

の要件として学生が修得すべき単位数について，学生が 1年間又は 1学期に履修科目と

して登録することのできる単位数の上限は，人間社会科学研究科の定めるところによる。 

第 31条の 2 研究科等は，博士課程前期の学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修

するため，修了の要件として学生が修得すべき単位数について，学生が 1年間又は 1学

期に履修科目として登録することのできる単位数の上限を定めることができる。 

2 研究科等は，所定の単位を優れた成績をもって修得した博士課程前期の学生については，

次学期に単位数の上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。 

(長期にわたる教育課程の履修) 

第 32条 学生が，職業を有している等の事情により，標準修業年限を超えて一定の期間に

わたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは，

当該研究科等において支障のない場合に限り，その計画的な履修(以下「長期履修」とい

う。)を認めることができる。 

2 長期履修の取扱いに関し必要な事項は，別に定める。 

(教員の免許状授与の所要資格の取得) 

第 33条 教員の免許状授与の所要資格の取得については，通則第 24条の規定を準用する。 

(教育内容等の改善のための組織的な研修等) 

第 34条 本学大学院は，授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研

修及び研究を実施するものとする。 

(学生交流及び留学等) 

第 35条 研究科等が教育上有益と認めるときは，他の大学院(外国の大学院及び国際連合大

学を含む。)の教育課程において履修した授業科目について修得した単位を，当該研究科

等の教授会の議を経て，15単位(人間社会科学研究科教職開発専攻にあっては修了要件と

して定める単位数の 2分の 1を超えない範囲とする。人間社会科学研究科実務法学専攻

にあっては 30単位とする。ただし，93単位を超える単位の修得を人間社会科学研究科実

務法学専攻の修了の要件とする場合は，その超える部分の単位数に限り 30単位を超えて

修得したものとみなすことができる。)を超えない範囲で本学大学院における授業科目の

履修により修得したものとみなすことができる。 

2 前項の規定は，学生(人間社会科学研究科教職開発専攻の学生を除く。)が，外国の大学

院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。 

3 前 2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は，合わせて 15単位(人

間社会科学研究科教職開発専攻にあっては，修了要件として定める単位数の 2分の 1を

超えない範囲とする。人間社会科学研究科実務法学専攻にあっては，30単位(第 1項ただ



し書の規定により 30単位を超えて修得したものとみなす単位数を除く。)とする。)を超

えないものとする。 

4 学生交流及び留学に関し必要な事項は，別に定める。 

(入学前の既修得単位の認定) 

第 36条 研究科等が教育上有益と認めるときは，本学大学院に入学する前に大学院(外国の

大学院及び国際連合大学を含む。) の教育課程において履修した授業科目について修得

した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を，本学大学院における授業科目

の履修により修得したものとみなすことができる。 

2 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は，転学の場合を除き，本

学大学院において修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)以外のもの

については，15単位(人間社会科学研究科教職開発専攻にあっては，前条第 1項及び第 4

4条の 2第 2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数と合わせて修了要

件として定める単位数の 2分の 1を超えない範囲とする。人間社会科学研究科実務法学

専攻にあっては，前条第 1項及び第 2項の規定により修得したものとみなすことができ

る単位数と合わせて 30単位(前条第 1項ただし書の規定により 30単位を超えて修得した

ものとみなす単位数を除く。)とする(ただし，認定連携法曹基礎課程(人間社会科学研究

科実務法学専攻以外の法科大学院のみと認定法曹養成連携協定を締結している大学の課

程を含む。第 45条第 4項において同じ。)を修了して人間社会科学研究科実務法学専攻

に入学した者又はこれらの者と同等の学識を有すると人間社会科学研究科が認める者が

その入学前に人間社会科学研究科実務法学専攻以外の認定連携法科大学院において履修

した授業科目について修得した単位については，前条第 1項及び第 2項の規定により修

得したものとみなすことができる単位数と合わせて 46単位(前条第 1項ただし書の規定

により 30単位を超えて修得したものとみなす単位数を除く。)とする。)。)を超えない

ものとする。 

3 前条及び前項の規定に基づき本学大学院(人間社会科学研究科の教職開発専攻及び実務法

学専攻を除く。)において修得したものとみなすことができる単位数は，合わせて 20単

位を超えないものとする。 

4 前 3項の規定による既修得単位の認定に関し必要な事項は，別に定める。 

第 4章 休学，退学及び転学 

(休学) 

第 37条 休学については，通則第 32条から第 34条までの規定を準用する。 

(退学) 

第 38条 退学については，通則第 35条の規定を準用する。 

(転学) 

第 39条 他の大学院及び国際連合大学の課程から転学を志願する者については，各学期の

始めに限り，試験の上，許可することがある。 



2 本学大学院の学生が他の大学院に転学しようとするときは，所定の手続を経て，願い出

なければならない。 

第 5章 賞罰及び除籍 

(表彰) 

第 40条 表彰については，通則第 39条の規定を準用する。 

(懲戒) 

第 41条 懲戒については，通則第 40条から第 42条までの規定を準用する。 

(除籍) 

第 42条 除籍については，通則第 43条の規定を準用する。 

2 人間社会科学研究科実務法学専攻に在学する学生が 2年以内に進級を認められなかった

とき(カリキュラム上の 3 年次にあっては，2 年以内に修了できなかったとき)は，学長は，

当該研究科の教授会の議を経てこれを除籍する。 

第 6章 課程の修了及び学位の授与 

(修了要件) 

第 43条 修士課程及び博士課程前期の修了の要件は，大学院に 2年(2年以外の標準修業年

限を定める研究科等，専攻又は学生の履修上の区分にあっては，当該標準修業年限)以上

在学し，30単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，修士論文を在学期間

中に提出してその審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在学期間に関して

は，当該研究科等の教授会の議を経て研究科等の長が優れた業績を上げたと認める者に

ついては，大学院に 1年以上在学すれば足りるものとする。 

2 前項の場合において，当該研究科等の教授会の議を経て研究科等の長がその修士課程及

び博士課程前期の目的に応じ適当と認めるときは，特定の課題についての研究の成果の

審査をもって修士論文の審査に代えることができる。 

3 博士課程前期については，当該博士課程の目的を達成するために必要と認められる場合

には，前 2項に規定する修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験

に合格することに代えて，当該研究科等が行う次に掲げる試験及び審査に合格すること

とすることができる。 

(1) 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の

基礎的素養であって当該博士課程前期において修得し，又は涵養すべきものについて

の試験 

(2) 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該博士課程前

期において修得すべきものについての審査 

第 44条 博士課程の修了の要件は，大学院に 5年(修士課程(標準修業年限を 1年以上 2年

未満とした修士課程を除く。以下この項において同じ。)に 2年(2年を超える標準修業年

限を定める研究科等，専攻又は学生の履修上の区分にあっては，当該標準修業年限。以

下この条本文において同じ。)以上在学し，当該課程を修了した者にあっては，当該課程



における 2年の在学期間を含む。医系科学研究科医歯薬学専攻においては 4年)以上在学

し，30単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文を提出してその

審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，当該研究科等

の教授会の議を経て研究科等の長が優れた研究業績を上げたと認める者については，大

学院に 3年(医系科学研究科医歯薬学専攻以外の博士課程の学生で修士課程に 2年以上在

学し，当該課程を修了した者にあっては，当該課程における 2年の在学期間を含む。)以

上在学すれば足りるものとする。 

2 標準修業年限を 1年以上 2年未満とした修士課程を修了した者及び大学院設置基準第 16

条第 1項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者の博士課程(医系

科学研究科医歯薬学専攻を除く。)の修了の要件は，大学院に修士課程における在学期間

に 3年を加えた期間以上在学し，30単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた

上，博士論文を提出してその審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在学期

間に関しては，当該研究科等の教授会の議を経て研究科等の長が優れた研究業績を上げ

たと認める者については，大学院に 3年(標準修業年限を 1年以上 2年未満とした修士課

程を修了した者にあっては，当該 1年以上 2年未満の期間を，大学院設置基準第 16条第

1項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者にあっては，当該課程

における在学期間(2年を限度とする。)を含む。)以上在学すれば足りるものとする。 

3 前 2項の規定にかかわらず，修士の学位若しくは専門職学位を有する者又は第 16条第 2

号から第 8号までの規定により大学院への入学資格に関し修士の学位若しくは専門職学

位を有する者と同等以上の学力があると認められた者が，博士課程後期に入学した場合

の博士課程の修了の要件は，大学院(専門職大学院を除く。以下この項において同じ。)

に 3年以上在学し，当該研究科等に定めがあるときはその単位を修得し，かつ，必要な

研究指導を受けた上，博士論文を提出してその審査及び最終試験に合格することとする。

ただし，在学期間に関しては，当該研究科等の教授会の議を経て研究科等の長が優れた

研究業績を上げたと認める者については，大学院に 1年(標準修業年限を 1年以上 2年未

満とした修士課程を修了した者及び標準修業年限を 1年以上 2年未満とした専門職学位

課程を修了した者にあっては 3年から当該 1年以上 2年未満の期間を減じた期間とし，

大学院設置基準第 16条第 1項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了し

た者にあっては 3年から当該課程における在学期間(2年を限度とする。)を減じた期間と

する。)以上在学すれば足りるものとする。 

第 44条の 2 人間社会科学研究科教職開発専攻の修了の要件は，2年以上在学し，かつ，45

単位以上(高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員に係る実践的な能力を培うこ

とを目的として小学校等(専門職大学院設置基準(平成 15年 3月 31日文部科学省令第 16

号)第 26条第 1項に規定する小学校等をいう。以下同じ。)その他の関係機関で行う実習

に係る 10単位以上を含む。)で人間社会科学研究科が定める単位以上を修得することと

する。 



2 人間社会科学研究科が教育上有益と認めるときは，当該専攻に入学する前の小学校等の

教員としての実務の経験を有する者について，10単位を超えない範囲で，前項に規定す

る実習により修得する単位の全部又は一部を免除することができる。 

3 第 1項の規定にかかわらず第 36条第 1項の規定により当該専攻に入学する前に修得した

単位を当該専攻において修得したものとみなす場合であって，当該単位の修得により教

育課程の一部を修得したと認めるときは，当該単位数，その修得に要した期間その他を

勘案して 1年を超えない範囲で人間社会科学研究科が定める期間在学したものとみなす

ことができる。ただし，この場合においても，当該専攻に 1 年以上在学するものとする。 

第 45条 人間社会科学研究科実務法学専攻の修了の要件は，3年以上在学し，かつ，93単

位以上で人間社会科学研究科が定める単位以上を修得することとする。ただし，在学期

間に関しては，入学前の既修得単位(法第 102 条第 1 項の規定により入学資格を有した後，

修得したものに限る。)について認定された者については 1年を超えない範囲で当該単位

の数に相当する期間在学期間を短縮することができるものとする。 

2 前項の規定にかかわらず人間社会科学研究科実務法学専攻において必要とされる法律学

の基礎的な学識を有すると認められる者(以下「法学既修者」という。)については，30

単位を超えない範囲の単位を修得したものとみなし，1年を超えない範囲で当該単位の数

に相当する期間在学期間を短縮することができるものとする。ただし，93単位を超える

単位の修得を修了の要件とする場合は，その超える部分の単位数に限り 30単位を超えて

修得したものとみなすことができる。 

3 前項の規定により法学既修者について修得したものとみなすことができる単位数(前項た

だし書の規定により 30単位を超えて修得したものとみなす単位を除く。)は，第 35条第

1項及び第 2項並びに第 36条第 1項の規定により修得したものとみなすことができる単

位数と合わせて 30単位(第 35条第 1項ただし書の規定により 30単位を超えて修得した

ものとみなす単位数を除く。)を超えないものとする。 

4 認定連携法曹基礎課程を修了して人間社会科学研究科実務法学専攻に入学した者又はこ

れらの者と同等の学識を有すると人間社会科学研究科が認める者に関する第 2項及び前

項の規定の適用については，第 2項中「30単位」とあるのは「46単位」と，前項中「前

項ただし書の規定により 30 単位」とあるのは「前項ただし書の規定により 46 単位」と，

「合わせて 30単位」とあるのは「合わせて 46単位」とする。 

(大学院における在学期間の短縮) 

第 45条の 2 研究科等は，第 36条第 1項の規定により本学大学院に入学する前に修得した

単位(法第 102条第 1項の規定により入学資格を有した後，修得したものに限る。)を本

学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなす場合であって，当該単位

の修得により本学大学院の修士課程又は博士課程(博士課程後期を除く。)の教育課程の

一部を履修したと認めるときは，当該単位数，その修得に要した期間その他を勘案して 1

年を超えない範囲で当該研究科等が定める期間在学したものとみなすことができる。た



だし，この場合においても，修士課程については，当該課程に少なくとも 1年以上在学

するものとする。 

2 前項の規定は，修士課程を修了した者の第 44条第 1項及び第 2項に規定する博士課程に

おける在学期間(同条第 1項及び第 2項の規定により博士課程における在学期間に含む修

士課程における在学期間を除く。)については，適用しない。 

(学位の授与) 

第 46条 学長は，本学大学院を修了した者に，修士若しくは博士の学位又は専門職学位を

授与する。 

2 博士の学位は，本学大学院の博士課程を経ない者であっても学位論文を提出してその審

査に合格し，かつ，試問に合格したときにも授与する。 

3 修士及び博士の学位並びに専門職学位の授与に関し必要な事項は，別に定める。 

(学位論文，最終試験) 

第 47条 第 43条及び第 44条の最終試験は，学位論文を中心として，これに関連ある科目

について行うものとする。 

第 48 条 学位論文及び最終試験の合格又は不合格は，当該研究科等の教授会の審査を経て，

研究科等の長が決定する。 

2 審査決定の方法は，研究科等が定める。 

第 7章 授業料 

(授業料) 

第 49条 授業料の年額は，535,800円(人間社会科学研究科実務法学専攻にあっては 804,00

0円)とする。ただし，第 32条により長期履修を認められた者については，長期履修を認

められた時点における残りの標準修業年限に相当する年数に授業料の年額を乗じて得た

額を当該長期履修の期間の年数で除した額(その額に 10円未満の端数があるときは，こ

れを切り上げた額)とする。 

2 成績優秀学生に対しては，後期分の授業料の全額を免除することができる。 

3 授業料を納付した者が成績優秀学生として授業料免除対象者となったときは，納付した

者の申出により，後期分の授業料に相当する額を返還する。 

4 第 2項に定めるもののほか，別に定める広島大学入学前奨学制度による奨学生に対して

は，授業料の全額を免除することができる。 

5 第 2項及び前項に定めるもののほか，人間社会科学研究科広島大学・グラーツ大学国際

連携サステイナビリティ学専攻及び先進理工系科学研究科広島大学・ライプツィヒ大学

国際連携サステイナビリティ学専攻の学生のうち本学をホーム大学とする学生で成績優

秀なものに対しては，各期の授業料の全額を免除することができる。 

6 第 2項及び前 2項に定めるもののほか，統合生命科学研究科統合生命科学専攻の博士課

程後期の学生のうちベトナムサテライトキャンパスで修学する学生で成績優秀なものに

対しては，各期の授業料の全額を免除することができる。 



7 前各項に定めるもののほか，授業料の納付手続等については，通則第 47条第 2項から第

51条までの規定を準用する。 

第 8章 特別研究学生 

(特別研究学生) 

第 50条 研究科等は，他の大学院又は外国の大学院等又は国際連合大学の学生で，本学大

学院において研究指導を受けることを志願する者があるときは，当該他の大学院又は外

国の大学院等又は国際連合大学との協議に基づき，特別研究学生として受け入れること

を認めることができる。 

(特別研究学生の授業料等) 

第 51条 特別研究学生に係る授業料は，広島大学研究生規則(平成 16年 4月 1日規則第 10

号)第 8条に規定する額と同額とする。ただし，国立大学の大学院学生であるとき，又は

次の各号のいずれかに該当するときは，授業料を徴収しない。 

(1) 公立又は私立の大学との間で締結した大学間特別研究学生交流協定において，当該

学生の授業料が相互に不徴収とされているとき。 

(2) 外国の大学院等との間で締結した大学間交流協定，部局間交流協定又はこれらに準

ずるものにおいて，当該学生の授業料が相互に不徴収とされているとき。 

2 特別研究学生は，前項に規定する額を，研究指導を受けようとする期間に応じ 6月分ず

つ(研究指導を受けようとする期間が 6月未満のときはその期間分)指定の期日までに納

付しなければならない。 

3 既納の授業料は，返還しない。 

4 特別研究学生に係る検定料及び入学料は，徴収しない。 

(規則の準用) 

第 52条 この章に定めるもののほか，特別研究学生には，本学大学院の学生に関する規定

を準用する。 

第 9章 研究生及び科目等履修生等 

(研究生) 

第 53条 本学大学院の学生以外の者で，本学大学院において特定の事項について研究する

ことを志願するものがあるときは，教育研究に支障のない場合に限り，選考の上，研究

生として入学を許可することができる。 

2 研究生に関し必要な事項は，別に定める。 

(科目等履修生) 

第 54条 本学大学院の学生以外の者で，本学大学院において一又は複数の授業科目を履修

することを志願するものがあるときは，教育研究に支障のない場合に限り，選考の上，

科目等履修生として入学を許可することができる。 

2 科目等履修生に関し必要な事項は，別に定める。 

(短期国際交流学生) 



第 54条の 2 外国の大学等の学生で，外国の大学等の教育課程の一環として，本学が実施

する研修を受けることを志願するものがあるときは，教育研究に支障のない場合に限り，

選考の上，短期国際交流学生として入学を許可することができる。 

2 外国の大学等とは，次の各号に掲げるものとする。 

(1) 外国の大学又は短期大学(大学以外の高等教育機関を含む。) 

(2) 外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度に

おいて位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するもの 

(3) 国際連合大学(国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に

伴う特別措置法(昭和 51年法律第 72号)第 1条第 2項に規定する 1972年 12月 11日の

国際連合総会決議に基づき設立されたものをいう。) 

3 短期国際交流学生に関し必要な事項は，別に定める。 

(法務研修生) 

第 54条の 3 人間社会科学研究科実務法学専攻を修了した者で，修了後引き続き人間社会

科学研究科実務法学専攻において自己学習をすることを志願するものがあるときは，教

育研究に支障のない場合に限り，法務研修生として受け入れることができる。 

2 法務研修生に関し必要な事項は，人間社会科学研究科が定める。 

(履修証明プログラム) 

第 54条の 4 本学の教育研究上の資源を活かし，社会人等への学習の機会を積極的に提供

するため，本学に法第 105条に規定する特別の課程として履修証明プログラムを開設す

ることができる。 

2 履修証明プログラムに関し必要な事項は，別に定める。 

第 10章 教員組織 

(教員組織) 

第 55条 研究科等における授業は，教授又は准教授が担当する。ただし，必要があるとき

は，講師又は助教に担当又は分担させることがある。 

2 研究科等における研究指導は，教授が担当する。ただし，必要があるときは，准教授，

講師又は助教に担当又は分担させることがある。 

3 第 1項の規定にかかわらず，人間社会科学研究科実務法学専攻における授業は，教授が

担当する。ただし，必要があるときは，准教授，講師又は助教に担当又は分担させるこ

とがある。 

第 11章 国際連携専攻 

(国際連携教育課程) 

第 55条の 2 国際連携専攻における連携外国大学院(国際連携専攻を設ける研究科と連携し

て教育研究を実施する外国の大学院をいう。以下同じ。)と連携した教育課程(以下「国

際連携教育課程」という。)については，研究科細則において定める。 

(国際連携教育課程に係る単位の認定等) 



第 55条の 3 国際連携専攻を設ける研究科は，学生が連携外国大学院において履修した国

際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位を，当該国際連携教育課程に係る

授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。 

2 国際連携専攻を設ける研究科は，学生が連携外国大学院において受けた国際連携教育課

程に係る研究指導を，当該国際連携教育課程に係るものとみなすものとする。 

(国際連携専攻に係る修了要件) 

第 55条の 4 国際連携教育課程である修士課程の修了の要件は，第 43条第 1項及び第 2項

に定めるもののほか，国際連携専攻を設ける研究科及びそれぞれの連携外国大学院にお

いて国際連携教育課程に係る授業科目の履修により 10単位以上を修得するものとする。 

2 前項の規定により国際連携専攻を設ける研究科及びそれぞれの連携外国大学院において

国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には，第 35条，第 36条

又は前条第 1項の規定により修得したものとみなすことができ，又はみなすものとする

単位を含まないものとする。ただし，第 36条の規定により修得したものとみなす単位に

ついて，国際連携教育課程を編成し，及び実施するために特に必要と認められる場合は，

この限りでない。 

(国際連携専攻の学生の授業料等) 

第 55条の 5 国際連携専攻の学生のうち，連携外国大学院をホーム大学とする学生の本学

における検定料，入学料及び授業料については，第 18条第 1項，第 21条及び第 49条第

1項の規定にかかわらず，徴収しない。 

(その他) 

第 55条の 6 この規則に定めるもののほか，国際連携専攻に係る次の各号に掲げる事項に

ついては，連携外国大学院と協議の上，別に定める。 

(1) 教育課程の編成に関する事項 

(2) 教育組織の編成に関する事項 

(3) 入学者の選抜及び学位の授与に関する事項 

(4) 学生の在籍の管理及び安全に関する事項 

(5) 学生の奨学及び厚生補導に関する事項 

(6) 教育研究活動等の状況の評価に関する事項 

(7) その他国際連携専攻に関する事項 

第 12章 雑則 

(雑則) 

第 56条 研究科等の長は，研究科等細則を改正したときは，学長に報告するものとする。 

2 この規則に定めるもののほか，本学大学院の学生の修学に関し必要な事項は，通則の規

定を準用する。 

第 57条 通則をこの規則に準用する場合は，「学部長」とあるのは「研究科等の長」と読

み替えるものとする。 



附 則 

1 この規則は，平成 20年 4月 1日から施行する。 

2 教育学研究科の障害児教育学専攻は，第 4条及び別表の規定にかかわらず，平成 20年 3

月 31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間，存続するもの

とする。 

 

(略) 

附 則 

1 この規則は，令和 8年 4月 1日から施行する。 

2 令和 7年度以前に入学した人間社会科学研究科実務法学専攻の学生の在学年限，再入学

及び除籍については，この規則による改正後の広島大学大学院規則第 10条第 2項，第 19

条の 2第 1項及び第 42条第 2項の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

別表(第 5条関係) 

収容定員 

研究科等名 専攻名 修士課程，博士課程前期

又は専門職学位課程 

博士課程又は博士

課程後期 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

人間社会科学研

究科 
人文社会科学専攻 

257 

【15】 

514 

【30】 

85 

【3】 

255 

【9】 

教育科学専攻 163 326 50 150 

教職開発専攻 30 60 － － 

実務法学専攻 20 60 － － 

広島大学・グラーツ大学国

際連携サステイナビリティ

学専攻 

2 4 － － 

計 
472 

【15】 

964 

【30】 

135 

【3】 

405 

【9】 

先進理工系科学

研究科 
先進理工系科学専攻 

483 

【13】 

966 

【26】 

128 

【7】 

384 

【21】 

広島大学・ライプツィヒ大

学国際連携サステイナビリ

ティ学専攻 

2 4 － － 

計 
485 

【13】 

970 

【26】 

128 

【7】 

384 

【21】 

統合生命科学研

究科 

統合生命科学専攻 170 

【6】 

 340 

【12】 

70 

【6】 

210 

【18】 

計 
170 

【6】 

340 

【12】 

70 

【6】 

210 

【18】 

医系科学研究科 医歯薬学専攻 ― ― 97 388 



総合健康科学専攻 
76 

【2】 

152 

【4】 

25 

【1】 

75 

【3】 

計 
76 

【2】 

152 

【4】 

122 

【1】 

463 

【3】 

スマートソサイ

エティ実践科学

研究院 

― 

(36) (72) (17) (51) 

総計 1,203 2,426 455 1,462 

(※) スマートソサイエティ実践科学研究院の入学定員及び収容定員は，人間社会科学

研究科人文社会科学専攻，先進理工系科学研究科先進理工系科学専攻，統合生命科学研

究科統合生命科学専攻及び医系科学研究科総合健康科学専攻の入学定員及び収容定員の

内数とする。当該内数は隅付き括弧で示す。 


